
  

 
 
 
 

 本事業は、会員の皆様が「生産性向上、人材確保・育成、働き方改革」など、自社内で 

抱える課題解決の為、自主的に外部専門家を招聘して開催する社内研修会等の取り組みを 

支援することで、企業の経営力向上につなげることを目的としています。 

《支援内容》 
（1）社内研修支援助成事業 

（社内研修会に係る外部講師等の謝金の一部助成） 

【助 成 額】 

   ①対象経費（専門家等謝金）の２/３とし 

上限３０，０００円とする。 

   ②助成については、会員１企業当たり 

年間１回限りとする。 

   ③助成件数は、商工会予算の範囲とする。 

  【申請方法】 

①助成金交付を希望する事業者等は、事前に商工会に連絡（実施内容・予算残額等の確認）する。 

    ②助成金申請可能となった場合は、社内研修支援助成事業交付申請書（様式１）に必要書類を 

     添付し商工会へ提出するものとする。 

    ③申込締切は、毎事業年度の２月末日までとする。 

   

（2）外部講師・専門家等の紹介・あっせん 

    社内研修の目的にあった様々な講師の紹介・あっせんをいたします。    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

研修会（例） 
新人・中堅社員研修会 、リーダーシップ研修会、 ５Ｓ推進・ＱＣ活動研修会 

接客接遇研修会、ハラスメント対策研修会、コミュニケーション力強化研修 等 

「社内研修」をサポートします！ 
 

人材育成支援事業 


